
1

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工観光課商工振興室・観光係

個人情報ファイルの名称 佐用町観光協会会員名簿

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
佐用町観光協会事務局（佐用町商工観光課商工振興室）

個人情報ファイルの利用目的 会員名簿の作成

記録項目

１組織名、２役職、３氏名、４住所、５連絡先、６会員分類

記録範囲 会員登録者

記録情報の収集方法 佐用町観光協会会員申請書の提出

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町観光協会（佐用町商工観光課商工振興室）

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考

作成日（最終修正日）：令和４年１１月１１日



1

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工観光課商工振興室・観光係

個人情報ファイルの名称 南光自然観察村顧客データ

行政機関等の名称 南光自然観察村（佐用町長）

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
南光自然観察村（佐用町商工観光課商工振興室）

個人情報ファイルの利用目的 顧客名簿の作成

記録項目

１氏名、２住所、３連絡先、４メールアドレス

記録範囲 南光自然観察村申込者

記録情報の収集方法 ネット予約または電話予約による

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課商工振興室

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考

作成日（最終修正日）：令和４年１１月１１日



1

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】商工観光課商工振興室・笹ヶ丘荘

個人情報ファイルの名称 笹ヶ丘荘顧客名簿

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
笹ヶ丘荘（佐用町商工観光課）

個人情報ファイルの利用目的 顧客名簿の作成

記録項目

１氏名、２住所、３性別、４年齢、５電話番号、６職業

記録範囲 笹ヶ丘荘ご利用者

記録情報の収集方法 ネット予約または電話予約

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）笹ヶ丘荘（佐用町商工観光課商工振興室）

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
実施なし

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
実施なし

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
実施なし

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

備考

作成日（最終修正日）：令和６年２月１日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 入居者台帳

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅の入居状況の把握をするため

記録項目

１入居者氏名、２入居者生年月日、３住宅名及び号室、４入居

者電話番号、５緊急連絡人（連帯保証人）の氏名・住所及び電

話番号

記録範囲 町営住宅入居者及び緊急連絡人（連帯保証人）

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 公営住宅管理（住宅管理システム） 入居事務

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅の入居状況の把握をするため

記録項目

１入居者氏名、２入居者生年月日、３住宅名及び号室、４所得

額、５控除額、６住宅使用料及び敷金、７収納状況、８緊急連

絡人（連帯保証人）氏名・住所及び電話番号

記録範囲 町営住宅入居者及び緊急連絡人（連帯保証人）

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 退去者台帳

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅の使用履歴を把握するため

記録項目

１退去者氏名、２退去者生年月日、３退去者電話番号、４住宅

名及び号室、５退去後の住所、６退去時にかかった費用（敷金

の取り扱い）、７緊急連絡人（連帯保証人）氏名・住所及び電

話番号）

記録範囲 町営住宅入居者及び緊急連絡人（連帯保証人）

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 公営住宅管理（住宅管理システム） 退去事務

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅の退去状況の把握をするため

記録項目

１退去者氏名、２退去者生年月日、３住宅名及び号室、４所得

額、５控除額、６住宅使用料及び敷金、７収納状況、８緊急連

絡人（連帯保証人）氏名・住所及び電話番号

記録範囲 町営住宅退去者及びその緊急連絡人（連帯保証人）

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）      【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 収入申告書・収入認定及び家賃決定通知書綴

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅の住宅使用料の金額を決定するため

記録項目

１入居者氏名、２入居者生年月日、３入居者職業、４住宅名及

び号室、５同居者及び扶養親族の氏名・生年月日・職業、６住

宅使用料（家賃）

記録範囲 町営住宅入居者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 公営住宅管理（住宅管理システム） 家賃算定

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅の住宅使用料の金額を決定するため

記録項目

１入居者氏名、２入居者生年月日、３入居者職業、４住宅名及

び号室、５同居者及び扶養親族の氏名・生年月日・職業、６住

宅使用料（家賃）

記録範囲 町営住宅入居者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 住宅使用料収納日計綴・口座振替依頼書

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的
町営住宅使用料の収納状況を把握するため

町営住宅使用料の口座振替での収納を行う際の口座情報

記録項目

１入居者氏名、２入居者生年月日、３入居者電話番号、４住宅

名及び号室、５住宅使用料金額、６住宅使用料の収納状況、７

口座振替用の口座情報

記録範囲 町営住宅入居者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 収納・滞納管理

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的 町営住宅使用料の収納状況を把握するため

記録項目

１入居者氏名、２入居者生年月日、３入居者電話番号、４住宅

名及び号室、５住宅使用料金額、６住宅使用料の収納状況、７

口座振替用の口座情報

記録範囲 町営住宅入居者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日



1

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】商工観光課 定住・空家対策室 住宅管理係

個人情報ファイルの名称 使用料納入状況・口座振替依頼明細書

行政機関等の名称 佐用町長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
商工観光課

個人情報ファイルの利用目的
町営住宅使用料の収納状況を把握するため

町営住宅使用料の口座振替での収納を行う際の口座情報

記録項目

１入居者氏名、２住宅名及び号室、３住宅など使用料金額、４

住宅使用料などの収納状況、５口座振替用の口座情報

記録範囲 町営住宅入居者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）佐用町商工観光課

（所在地）〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地

１

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和８年３月２６日


